
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第７４号 

長与町立高田学園の設置に伴う関係条例の整理に関する条例 

令和７年１２月２日 

長与町長 吉 田 愼 一 

提案理由 

 長与町立高田学園の設置に伴い、関係条例の整理を行うもの。 

上記議案を提出します。 



 

   長与町立高田学園の設置に伴う関係条例の整理に関する条例 

 （特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第１条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４２年条例

第６号）の一部を次のように改正する。 

  別表教育委員会の項中 

「     

 学校医（一般） 年額２２４，０００円を上限額とし、基本報酬額１

７９，２００円に、人数割報酬額（担当する小学校

又は中学校の全学年の児童数又は生徒数×１００

円）を加えた額 

  

 学校歯科医   

 学校医（耳鼻科） 基本報酬額３６，０００円に、人数割報酬額（担当

する小学校の第１学年及び第４学年の児童数又は

中学校の第１学年の生徒数×１００円）を加えた額 

 を 

 学校医（眼科） 基本報酬額３６，０００円に、人数割報酬額（担当

する小学校の第４学年の児童数又は中学校の第１

学年の生徒数×１００円）を加えた額 

  

    」  

「     

 学校医（一般） 年額２２４，０００円を上限額とし、基本報酬額１

７９，２００円に、人数割報酬額（担当する小学校

（義務教育学校にあっては、その前期課程）の児童

数又は中学校（義務教育学校にあっては、その後期

課程）の生徒数×１００円）を加えた額 

  

 学校歯科医   

 学校医（耳鼻科） 基本報酬額３６，０００円に、人数割報酬額（担当

する小学校並びに義務教育学校前期課程の第１学

年及び第４学年の児童数又は中学校の第１学年及

び義務教育学校後期課程の第７学年の生徒数×１

００円）を加えた額 

  

 

に 

 学校医（眼科） 基本報酬額３６，０００円に、人数割報酬額（担当

する小学校及び義務教育学校前期課程の第４学年

の児童数又は中学校の第１学年及び義務教育学校

後期課程の第７学年の生徒数×１００円）を加えた

額 

  

    」  

 改める。 

 （長与町立学校設置条例の一部改正） 



 

第２条 長与町立学校設置条例（昭和５５年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「中学校」の次に「及び義務教育学校」を加える。 

  本則に次の１条を加える。 

  （義務教育学校の名称及び位置） 

 第４条 義務教育学校の名称及び位置は、別表第３のとおりとする。 

  別表第１を次のように改める。 

 別表第１（第２条関係） 

小学校の名称 位置 

長与町立長与小学校 長与町嬉里郷６５９番地２ 

長与町立洗切小学校 長与町平木場郷１５１番地 

長与町立長与北小学校 長与町斉藤郷３７０番地 

長与町立長与南小学校 長与町高田郷１１９６番地８０ 

  別表第２中「別表第２」を「別表第２（第３条関係）」に改め、同表長与町立高田中学

校の項を削る。 

  別表に次の１表を加える。 

 別表第３（第４条関係） 

義務教育学校の名称 位置 

長与町立高田学園 長与町高田郷２２０７番地（百合野校舎） 

長与町高田郷１９１２番地１（さくら野校舎） 

 （長与町立学校体育施設使用料条例の一部改正） 

第３条 長与町立学校体育施設使用料条例（昭和５６年条例第２３号）の一部を次のように

改正する。 

  第４条第１項中「つねに」を「常に」に改め、同条第３項中「又はその」を「、又はそ

の」に改める。 

  別表高田小学校の項を削り、同表中 

「         

 高田中学校 体育館 フロア 町民 全面・1時間 270円   

 半面・1時間 160円   

 町民以外 全面・1時間 550円   

 半面・1時間 330円   

 照明 全面・1時間 440円   

 半面・1時間 220円   

 卓球場 町民 全面・1時間 110円   

 町民以外 220円   

 照明 160円   



 

 ステージ 町民 全面・1時間 80円   

 町民以外 160円   

 照明 160円  を 

 武道場 町民 全面・1時間 160円   

 半面・1時間 80円   

 町民以外 全面・1時間 330円   

 半面・1時間 160円   

 照明 全面・1時間 220円   

 半面・1時間 110円   

 運動場 町民 全面・1時間 550円   

 半面・1時間 270円   

 町民以外 全面・1時間 1,100円   

 半面・1時間 550円   

      」  

「         

 高田学園（百合

野校舎） 

体育館 フロア 町民 全面・1時間 160円   

 町民以外 330円   

 照明 220円   

 ステージ 町民 全面・1時間 80円   

 町民以外 160円   

 照明 160円   

 運動場 町民 全面・1時間 550円   

 半面・1時間 270円   

 町民以外 全面・1時間 1,100円   

 半面・1時間 550円   

 高田学園（さく

ら野校舎） 

体育館 フロア 町民 全面・1時間 270円   

 半面・1時間 160円   

 町民以外 全面・1時間 550円   

 半面・1時間 330円   

 照明 全面・1時間 440円   

 半面・1時間 220円  に 

 卓球場 町民 全面・1時間 110円   

 町民以外 220円   

 照明 160円   

 ステージ 町民 全面・1時間 80円   



 

 町民以外 160円   

 照明 160円   

 武道場 町民 全面・1時間 160円   

 半面・1時間 80円   

 町民以外 全面・1時間 330円   

 半面・1時間 160円   

 照明 全面・1時間 220円   

 半面・1時間 110円   

 運動場 町民 全面・1時間 550円   

 半面・1時間 270円   

 町民以外 全面・1時間 1,100円   

 半面・1時間 550円   

      」  

 改める。 

 （長与町立長与南小学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４条 長与町立長与南小学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例（昭和６３年

条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第５条の２」を「第６条」に改める。 

  第２条中「及び長与第二中学校、高田中学校」を「、長与第二中学校及び高田学園（さ

くら野校舎）」に改める。 

  第５条中「小学校、中学校」を「学校」に、「すべて」を「全て」に改める。 

 （長与町暴力団排除条例の一部改正） 

第５条 長与町暴力団排除条例（平成２４年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  第１４条第１項中「又は中学校」を「、中学校又は義務教育学校」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第３条中第４条第１項及び第３

項の改正規定並びに第４条中第１条の改正規定及び第５条の改正規定（「すべて」を「全

て」に改める部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

 （名称の読替え） 

２ 前項本文の施行の日（以下「施行日」という。）前にされた申請、許可、届出、納付そ

の他の行為に係る書類中「高田小学校」又は「高田中学校」の名称は、施行日以後は、「高

田学園」と読み替えるものとする。 

 （施行日前の申請等） 

３ 施行日前に改正前の長与町立学校体育施設使用料条例（以下「旧条例」という。）第２

条の規定により高田小学校又は高田中学校の施設の使用についてされた申請は、施行日



 

以後は、それぞれ改正後の長与町立学校体育施設使用料条例（以下「新条例」という。）

別表に規定する高田学園（百合野校舎）又は高田学園（さくら野校舎）の施設の使用につ

いての申請とみなす。 

４ 前項の申請に基づき施行日前にされた許可その他の処分は、施行日以後は、新条例別表

に規定する施設に係る許可その他の処分とみなす。 

 （使用料の適用） 

５ 前２項の規定により読み替え又はみなされる申請及び許可に係る使用料の額並びに納

付の方法その他の取扱いは、旧条例第５条及び第７条の規定の例による。 

６ 施行日前に旧条例第７条の規定により納付された使用料は、新条例第７条の規定によ

り納付されたものとみなす。 

７ 施行日前に旧条例第８条の規定により還付の申請がされた使用料の還付については、

なお旧条例の例による。 

 （使用の許可の取消等に関する経過措置） 

８ 附則第４項の規定によりみなされた許可を受けた者が、施行日以後に新条例又は新条

例に基づく諸規則に違反したときは、新条例第４条第２項の規定を適用する。 

 （損害賠償に関する経過措置） 

９ 附則第４項の規定によりみなされた許可を受けた者が、施行日以後に施設の設備及び

器具等を毀損し、又は滅失したときは、新条例第４条第３項の規定を適用する。 

１０ 施行日前に旧条例第４条第３項の規定により生じた損害賠償義務については、なお

旧条例の例による。 


